
外国人技能実習制度のご案内



■実習生の受け入れ人数枠

　当組合は、日本の優れた技術や技能を習得するために、開発途上国から

来日した実習生と実習実施者（企業様）の間に立ち、実習前には質の高い

日本語指導と正しい日本文化を伝え、円滑な実習の開始をサポートいたし

ます。また実習開始後には、わが国の技能実習制度の理念に基づき、すべ

ての実習生たちが、効果的かつ効率的な技能実習計画の下、安心・安全、

心豊かに学べるよう、手厚く対応いたします。

　希望に燃えて来日するアジアの国々の若者たちが、将来、母国の経済発展と産業振興のために、大きな活躍が

できるよう最大限の支援をいたします。

技能実習生の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、実習実施者（企業様）
が受け入れられる技能実習生の人数には上限が設けられています。企業様が優良実
習実施者に認定されることによって、受け入れ可能人数は同上限の２倍になります。

※優良実習実施者（企業等）は上記の人数枠の2 倍受け入れ可能。

申請者の常勤の職員の総数

301人以上
201人以上300人以下
101人以上 200人以下
51人以上100人以下
41人以上50人以下
31人以上40人以下
30人以下

技能実習生の数

申請者の常勤の職員の総数の20 分の1
15人 ※（30人）
10人 ※（20人）
6人 ※（12 人）
5人 ※（10人）
4人 ※（8人）
3人 ※（6人）

ごあいさつ



■国際中央人材育成協同組合の特長

インドネシア現地機関と強固な協力体制

インドネシア送り出し機関には、当組合より効率的な
日本語教育に関するカリキュラムを提供。実習生は質
の高い日本語トレーニングを受けた後に、入国しま
す。また事前に企業様からのご意向、ご要望を十分
にヒアリングの上、現地送り出し機関に、フィードバッ
クいたします。

信頼のサポート体制

万が一の問題発生時には、担当者がすぐに訪問する万
全のサポート体制を構築しております。また、本部には
インドネシア語話者をはじめとした、各語の通訳担当
スタッフも在籍しており、企業様、実習生に対し手厚い
支援をいたします。

■技能実習生の受け入れメリット

職場・業務の活性化

企業様の国際化 国際貢献

職場・業務の活性化
真剣に技能習得に臨む実習生は、職場に活気を与え、社
員全体のモチベーションの向上につながります。企業様
より計画的に実習生に技術指導を行うことで、さらに効
率的な業務への改善につながります。

企業様の国際化
アジアの国々の人材と協業することで、企業様のグローバル
化に貢献します。将来の海外進出に向けての有益な情報、ノ
ウハウの取得ができます。今後のさらに進行する国際化社会
に対応する企業づくりに寄与します。

国際貢献
実習生に技術や知識を提供することにより、
実習生の出身国の経済発展に貢献することが
できます。企業様の技術が世界に行き渡るこ
とで、更なるビジネスの機会を創出します。



❶外国人技能実習生受け入れの流れ〈３年間〉

❷実習生の受け入れと流れ〈５年間〉

技能実習は、3 年間で構成されます。毎年、実習生を受け入れることにより、2 年目以降は、後輩の実習生に対して、大きな力となり、より早い成長が望めます。

送り出し機関による
実習生の募集

書類選考と
面接 / 選出

本邦外外部講習
（3～ 4ヶ月間）

入国手続き

1年目

2 年目

3年目

4 年目

5年目

基礎2級相当
学科と実技
試験の受検・
合格必須

３級相当
実技試験の
受検必須

２級相当
実技試験の
受検必須

技能実習3号

一旦帰国（原則1ヶ月以上）

帰国

実習

実習

機構へ「第 3号団体監理型技能実習」の技能実習計画の認定申請
入管へ在留資格「第 3号団体監理型技能実習」への変更申請
●実習生⇒技能検定 3 級相当の実技試験に合格した実習生
●監理団体⇒監査等を行う高い能力を有するとして一般監理事業許可を受けた監理団
体
●実習実施者⇒技能等を習得させる高い能力があるとして第 3 号団体監理型技能実

技能実習1号

技能実習2号

講習監理団体で約1ヶ月間実施（雇用関係なし）

実習講習後、実習実施者で実施（雇用関係あり）
●機構へ「第 2 号団体監理型技能実習」の技能実習計画の認定申請
●入管へ在留資格「第 2 号団体監理型技能実習」への変更対象
●実習生技能検定基礎 2 級相当の学科と実技試験合格者

講習

実習

実習

実習
在留期間更新

在留期間更新
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ヶ
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）
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約 5 ヶ 月 間 3 年 間
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４
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国

企業の要望把握
申し込み手続き

約5ヶ月間

入国

対　

象

注：上記  3 年目 に記載している 対象 ●実習生 (3 級 ) ●一般監理事業許可団体 ●優良実習実施者のみ技能実習 3号 (4 年目 )へ移行可能。

〒350－1123　埼玉県川越市脇田本町11－10・２F
TEL.049－257－4115　FAX.049－257－5898
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